
●おかけ間違いにご注意ください。
※お問い合わせ内容に応じて、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へ
お取次ぎさせていただく場合がございます。
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融資住宅用火災保険個人用火災総合保険



THE すまいの保険　5つの特長を知る！
1. 自然災害をはじめワイドな補償が頼もしい!
2. いざというときの受取保険金が違う!
3. 家財とのセットがお得！
　 ご契約方法に応じて保険料の割引が適用されます！
4. 補償内容がひと目でわかる！「保険のとりせつ」
5. 充実のサービスをすべてのプランで無料付帯！
　 「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」
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特長5

THE すまいの保険にご加入いただくと無料で使えます!
日常生活やお住まいのトラブル等でお困りの際に、専門業者を手配しての応急処置や、お電話でのご相談等に対応するサービスです。
詳細につきましては、ご契約のしおり、ご契約後に送付される「とりせつ（取扱説明書）」記載の「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」
サービス利用規約をご参照ください。

（注1）総括契約に関する特約がセットされた契約の場合は、サービスの対象外となります。
（注2）サービスの内容によってはご利用可能な時間帯が異なります。
（注3）土・日・祝日、12/31～1/3を除きます。
※ 提携業者によるサービス提供であり、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスをご提供できない場合があります。
※ 相談サービスは30分程度の一般的なご相談にお応えします。

（注）Web約款（「約款」の送付を省略するペーパーレスの方式）をご選択
いただいた場合は損保ジャパン日本興亜の公式ウェブサイト上で
ご確認いただけます。Web約款のご確認方法等につきましては、パン
フレット裏面をご参照ください。

」つせりとの険保「 ！るかわで目とひが容内償補

充実のサービスをすべてのプラン（注1）で無料付帯!
「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」

　  　表示で補償内容がひと目でわかる
証券と約款（注）を一体化した「とりせつ（取扱説明書）」をご用意しています！

●証券、証券解説、約款（注）を一冊のガイドブックとしてお届けします。
●お客さまのご契約内容が　  　表示でひと目で確認できます。
●「約款は字が細かくて分量も多いため読む気がしない」という声にお応え
するため、お客さまが加入した補償内容だけに絞って印刷した「オンデ
マンド約款（注）」としました。

「すまいとくらしの
アシスタントダイヤル」は をご参照ください。P22

24時間
365日受付

サービスの受付時間 サービス名

の用語の解説をご確認ください。［緑色の文字］の用語については P23

水まわりのトラブル
応急サービス

かぎのトラブル
応急サービス

住宅相談サービス
（原則予約制）

法律相談サービス
（原則予約制）

税務相談サービス
（原則予約制）

健康・医療相談
サービス（注2）

介護関連相談
サービス

防犯機能アップ
応援サービス

123

平日
午前10時～
午後5時（注3）

建物・家財セット割引
の適用上の留意点は をご参照ください。P17

特長3

家財とセットでご契約いただく方へ
建物に家財をセットして保険期間
１０年でご契約いただくと、家財の
保険料が割安になります！ ）2注（）1注（

家財とのセットがお得！
ご契約方法に応じて保険料の割引が適用されます！

（注1）地震保険は割引の対象外です。
（注2）保険期間10年のご契約に安心更新サポート特約をセットした場合に建物・家財セット

割引が適用されます（平成28年8月1日以降保険始期の契約が対象。）。

保険料が割引
建物・家財
セット割引

NEW
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火災、落雷、破裂・爆発の事故または盗難（注1）の事故
により損害保険金をお支払いする場合で、その事故
の再発防止等のために支出した有益な費用（注2）に
対して保険金をお支払いします。
なお、事故再発防止策については損保ジャパン日
本興亜が提供する事故再発防止メニューをご利用
いただけます。ご利用の際は、メニューの手配から
費用のお支払いまで、専用デスクが行います。

（注1）通貨等、預貯金証書等のみの盗難は含みません。
（注2）被保険者が負担した下表の費用に対して、事故再発防止等費用保険金をお支払いします。

ご注意 1．損保ジャパン日本興亜が提供する事故再発防止メニューをご利用いただく場合、お住まいの地域や、やむを得ない事情によっては、メニュ
ーの手配に日数を要する場合や、提供業者の手配ができない場合があります。

2．事故発生の日から180日以内に負担したものにかぎります。
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（平成28年7月現在）

以下の内容は、平成28年12月31日以前保険始期の地震保険契約に適用されます。

（注）2世帯以上が居住するアパート等の場合
は、世帯（戸室）数に5,000万円を乗じた
額を建物の限度額とすることができます。
また、マンション等の区分所有建物の場合
は、各区分所有者ごとに限度額が適用され
ます。

：地震保険が付帯される主契約の保険金額の30％～50％の範囲内で設定します。
：保険の対象ごとに以下のとおりです。
地震保険に2契約以上加入されている場合は、保険金額を合算して下記限度額を適用します。

保険金額の設定
保険金額の限度額

限度額の適用単位 限度額保険の対象
建 物 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円（注）

家 財 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する家財 1,000万円

割引の適用条件 割引率割引の種類
免震建築物割引 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合 50％

建築年割引 昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 10％

耐震等級割引 10％・30％・50％

地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用にあたっては、 所定の確認資料のご提出が必要です。
なお、以下の複数の割引が適用できる場合でも、いずれか1つの割引のみの適用となります。
詳しくは取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

警戒宣言発令後の取扱いについて

大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、東海地震に係る地震
防災対策強化地域内に所在する保険の対象（建物または家財）について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません（同一物件・
同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。）のでご注意ください。

保険の対象に含まれないもの

● 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
● 自動車（自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。）
● 1個（または1組）の価額が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品（明記物件）
● 稿本（本などの原稿）、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの（明記物件）

建物 家財
居住用建物に収容されている家財
一式。ただし、以下の保険の対象に
含まれないものを除きます。

住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。
ただし、建物に損害がなく、門、塀、垣のみに損害があった
場合は、保険金のお支払いの対象とはなりません。

家財であっても以下のものは保険の対象に含まれません。
（THE すまいの保険で保険の対象に含める場合であっても、地震保険では保険の対象に含まれません。）

保険の対象となるのは、以下の建物と家財です。

地震保険の保険の対象

地震保険の保険金額の設定

地震保険の割引制度

地震保険だけではご契約できません。THE すまいの保険に付帯して地震保険をお申し込みください。また、地震保険は原則付帯ですが、地震保険に
加入されない場合は、保険契約申込書の「地震保険非付帯確認欄」にご署名またはご捺印ください。（火災ナビでのお手続きの場合は、火災ナビの画面
上で申し込みを行わない旨の確認チェックをしていただきます。）
※保険期間の途中から地震保険にご加入することもできます。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

地震保険のお申し込み

地震保険にご加入されていないと、地震・噴火またはこれらによる津波（以下「地震等」といいます。）を原因とする損壊・埋没・流失に
よる損害だけでなく、地震等による火災（延焼・拡大を含みます。）損害や、火災（発生原因を問いません。）が地震等によって延焼・
拡大したことにより生じた損害についても補償の対象となりません。

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）または 国土交通省の
定める「耐震診断による耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合

耐震診断割引 10％地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法（昭和56年6月1日施行）における
耐震基準を満たす場合

お支払例地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、保険の
対象である建物または家財が損害を受けた場合に保険金を
お支払いします。 地震による火災 地震を原因とする津波地震による倒壊

地震保険の補償内容

※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11.3兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する
11.3兆円 成平（。すまりあがとこるれさ減削てっよに合割の 28年7月現在）
※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。

損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」
に従います。（国が定める「災害に係る住家の被
害認定基準運用指針」とは異なります。）保険の
対象が建物の場合、建物の主要構造部（軸組・
基礎・屋根・外壁等）の損害の程度に応じて、
「全損」「半損」「一部損」を認定します。門、塀、
垣、エレベーター、給排水設備のみに損害があ
った場合など、主要構造部に該当しない部分の
みの損害は保険金のお支払対象となりません。
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一式。ただし、以下の保険の対象に
含まれないものを除きます。
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加入されない場合は、保険契約申込書の「地震保険非付帯確認欄」にご署名またはご捺印ください。（火災ナビでのお手続きの場合は、火災ナビの画面
上で申し込みを行わない旨の確認チェックをしていただきます。）
※保険期間の途中から地震保険にご加入することもできます。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

地震保険のお申し込み

地震保険にご加入されていないと、地震・噴火またはこれらによる津波（以下「地震等」といいます。）を原因とする損壊・埋没・流失に
よる損害だけでなく、地震等による火災（延焼・拡大を含みます。）損害や、火災（発生原因を問いません。）が地震等によって延焼・
拡大したことにより生じた損害についても補償の対象となりません。

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）または 国土交通省の
定める「耐震診断による耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合

耐震診断割引 10％地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法（昭和56年6月1日施行）における
耐震基準を満たす場合

お支払例地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、保険の
対象である建物または家財が損害を受けた場合に保険金を
お支払いします。 地震による火災 地震を原因とする津波地震による倒壊

地震保険の補償内容

※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11.3兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する
11.3兆円 成平（。すまりあがとこるれさ減削てっよに合割の 28年7月現在）

※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。

損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」
に従います。（国が定める「災害に係る住家の被
害認定基準運用指針」とは異なります。）保険の
対象が建物の場合、建物の主要構造部（軸組・
基礎・屋根・外壁等）の損害の程度に応じて、
「全損」「半損」「一部損」を認定します。門、塀、
垣、エレベーター、給排水設備のみに損害があ
った場合など、主要構造部に該当しない部分の
みの損害は保険金のお支払対象となりません。
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。すまみ含を」物築建造構火耐「 ）1注（
。すまみ含を｣物築建止防等壊倒間時難避定特「 ）2注（建物と家財一式を1つの契約でご契約いただき、以下の条件に合致する場合、家財の保険料に割引が適用されます。

建物・家財セット割引について

※建物と家財一式が別々の契約の場合は、割引が適用されません。

● 主契約の保険期間の初日が平成28年8月1日以降であること ● 保険期間が10年であること
● 評価基準・支払基準が「新価・実損払」であること ● 「安心更新サポート特約」をセットしていること

住宅ローン等の債務者の方保険契約者

保険の対象 建 物
家 財

住宅ローン等により取得した建物、または抵当権設定等の債権保全措置が講じられた建物
上記建物に収容された家財

平成28年 平成29年

保険の対象について、お客さまが事故に備えたいものと一致しているかご確認ください。
THE すまいの保険では、建物のみ、建物と家財からお選びいただけます。

2．耐火建築物（注1）の共同住宅 2．耐火建築物（注1） 3．準耐火建築物（注2）
4．省令準耐火建物

1.木造構造であっても以下の①から③のいずれかに該当する場合は、T構造となります。（共同住宅で①耐火建築物（注1）の場合はM構造となります。）
①耐火建築物（注1）　②準耐火建築物（注2）　③省令準耐火建物　　左記に該当する場合は、所定の確認が必要となります。

2.H構造の建物のうち、前契約の構造級別がB構造または2級構造である継続契約の場合は、経過措置を適用し、H構造の料率から引き下げた料率
を適用します。継続契約が他の保険会社からの切替契約の場合は所定の確認が必要となります。

［新築年月が平成28年1月1日の場合］
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（平成28年7月現在）

保険期間が10年のご契約には、安心更新サポート特約をセットすることができます。この特約には補償が途切れることのないように、ご契約を自動
更新する機能（注1）がありますので、通知締切日（注2）までにお申し出がない場合は、満期日と同一の内容（注3）で自動的にご契約を更新することが
あります。
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※ サービスを利用する際は、まず初めに「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」までご連絡ください。
※ ご利用時には、お客さまのお名前と証券番号をお知らせください。

0120-620-119
ロック つ まる 119番

すまいとくらしの
アシスタントダイヤル

サービスご利用にあたってのご注意事項
●水漏れを止めたり紛失したかぎを開ける作業などの応急処置費用（出張料および作業料）が無料です。ただし、本修理や部品交換に関する部品代・
作業代など応急処置を超える修理費用はお客さま負担（有料）となります。

●サービスの対象は、保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物のうち、被保険者が専有・占有する居住部分にかぎります。
●サービスの利用者が賃借人の場合は、管理会社や所有者の承認を得てからの作業となります。
●屋外やベランダの水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏れはサービスの対象外となります。
●トラブルの原因が、地震・噴火またはこれらによる津波、風災や水災などその他の自然災害、戦争、暴動および故意による場合は、サービスの対象外となります。
●トラブルの原因が、給排水管の凍結による場合は、サービスの対象外となります。
●「かぎのトラブル応急サービス」において、お客さまご自身の立会いおよび身分証明（注）ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくことがあります。
　（注）顔写真付きで物件住所の確認ができる身分証明書などをご提示いただきます。
●住宅建物内のかぎ（住宅用金庫のかぎなど）の開錠は、サービスの対象外となります。
●上記サービスは、平成28年7月現在のものです。地域によってはご利用できない場合やサービス内容が予告なく変更される場合などがございます
ので、あらかじめご了承願います。

●詳細につきましては、ご契約のしおり、ご契約後に送付される「とりせつ（取扱説明書）」記載の「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」サービス利用規約をご参照ください。

※ 総括契約に関する特約がセットされた契約の場合は、サービスの対象外となります。
※ 提携業者によるサービス提供であり、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスをご提供できない場合があります。
※ 相談サービスは30分程度の一般的なご相談にお応えします。
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●おかけ間違いにご注意ください。
※お問い合わせ内容に応じて、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へ
お取次ぎさせていただく場合がございます。

SJNK16-08352（2016/09/09）

お問い合わせ先

〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1
Tel：03-3349-3111
〈公式ウェブサイト〉 http://www.sjnk.co.jp/

平成28年10月改定

しんくみ安心マイホーム

融資住宅用火災保険個人用火災総合保険


